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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気回路内の電流を遮断する装置であって、
　前記電気回路内に配置されて電気的負荷を感知する電流感知素子（１０）であって、自
身を流れる負荷電流を表す出力信号を生成するように構成された前記電流感知素子（１０
）と、
　前記電流感知素子（１０）と信号連通していて、前記電流感知素子（１０）によって生
成された前記出力信号を受信するように構成された検出ユニット（３０２）であって、前
記出力信号に基づいて正の半周期と負の半周期とを有する二次信号を出力するように構成
及び配置された前記検出ユニット（３０２）と、
　前記検出ユニット（３０２）と結合されてコンピュータ実行可能命令に応答するマイク
ロコントローラ（３０６）であって、前記コンピュータ実行可能命令により、
　　前記二次信号を受信することと、
　　前記二次信号を前記正の半周期について離散ウェーブレット変換を用いて分解して、
前記正の半周期についての離散ウェーブレット係数を得ることと、
　　前記二次信号を前記負の半周期について離散ウェーブレット変換を用いて分解して、
前記負の半周期についての離散ウェーブレット係数を得ることと、
　　前記正の半周期および前記負の半周期についての前記離散ウェーブレット係数の合計
を計算することと、
　　前記正の半周期と前記負の半周期についての前記離散ウェーブレット係数の前記合計
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を所定閾値と比較することと、
　　前記感知された負荷電流が所定閾値を上回っていて、前記正の半周期および前記負の
半周期のうちの少なくとも１つについての前記離散ウェーブレット係数の前記合計が協調
的にトリップ信号生成のための所定閾値条件を満たしていることを示す場合にトリップ信
号を生成する、
　前記マイクロコントローラ（３０６）と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記マイクロコントローラ（３０６）に測定信号を出力するように構成された電流測定
ユニット（５０）を更に備え、
　前記測定信号は、前記出力信号のタイミングと関連付けられていて、前記閾値条件が満
たされているかどうかを判定する際に前記マイクロコントローラ（３０６）によって用い
られる、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記マイクロコントローラ（３０６）と信号連通するように配置された検出回路（８８
）を更に備え、
　前記検出回路（８８）は更に、
　　前記出力信号のゼロ交差事実を検出することと、
　　その後に前記二次信号を分解することを前記マイクロコントローラ（３０６）に命令
することと、
　を行うように構成及び配置されている、
請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記マイクロコントローラ（３０６）は積算計を更に備え、
　前記離散ウェーブレット係数の前記合計の、所定の係数閾値を超える分が積算され、
　前記マイクロコントローラ（３０６）は、前記感知された負荷電流が所定閾値を上回り
、前記積算計の値が所定閾値条件を上回る場合に、前記電気回路の動作を遮断することに
用いられるトリップ信号を発行する、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　回路に対してアーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）を実施する、コンピュータに実装された
方法であって、
　前記回路と電気的に連通している電流感知素子において負荷電流を感知するステップと
、
　前記電流感知素子と信号連通している検出ユニットにおいて、正の半周期と負の半周期
とを有し、前記感知された負荷電流の電流を反映する二次信号を生成するステップと、
　前記検出ユニットと結合されたマイクロコントローラにおいて、前記二次信号の前記正
の半周期を所定周波数でサンプリングするステップと、
　前記検出ユニットと結合されたマイクロコントローラにおいて、前記二次信号の前記負
の半周期を所定周波数でサンプリングするステップと、
　前記二次信号の大きさを求めるステップと、
　前記二次信号の前記正の半周期成分から離散ウェーブレット係数を計算するステップと
、
　前記二次信号の前記負の半周期成分から離散ウェーブレット係数を計算するステップと
、
　算出された前記正の半周期と前記負の半周期の前記離散ウェーブレット係数の合計を計
算するステップと、
　算出された前記正の半周期と前記負の半周期の前記離散ウェーブレット係数の合計を所
定閾値と比較するステップと、
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　前記正の半周期と前記負の半周期の前記離散ウェーブレット係数の前記合計のうちの少
なくとも１つと前記二次信号の前記大きさとに基づいて、閾値条件が満たされているかど
うかを判定するステップと、
　前記閾値条件が満たされていると判定した場合には、前記回路の動作を遮断するトリッ
プ信号を発行するステップと、
を含む方法。
【請求項６】
　前記二次信号が正又は負のゼロ交差を記録した場合に、前記二次信号のサンプリングを
トリガするステップを更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記離散ウェーブレット係数の前記合計の、所定の係数閾値を超える分を積算して、積
算計の値を決定するステップと、
　前記積算計の値を所定の割合で減少させるステップと、
を更に含み、
　閾値条件が満たされているかどうかを前記判定するステップは、前記積算計の値を積算
計の値の所定閾値と比較するステップを更に含む、
請求項５または６に記載の方法。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気系統に関し、特に、電気系統における並列アーク検出の方法及びシステム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅用、商業用、及び工業用の電気系統は、商用電源から電力を受け取る分電盤を含む
のが普通である。電力は、分電盤を通って、１つ又は複数の電流遮断器（限定でなく、回
路遮断器、トリップ装置など）へ送られる。
【０００３】
　各電流遮断器は、電力を指定の枝路に分配し、各枝路は、１つ又は複数の負荷に電力を
供給する。電流遮断器は、特定の枝路における特定の電力状態が所定の設定点に達した場
合にその枝路への電力を遮断するように構成される。例えば、過電流状態（過負荷状態や
比較的高レベルの短絡故障状態など）に起因する損傷から電気回路を保護するために、回
路遮断器を使用する。
【０００４】
　そのような回路遮断器の多くが、この保護を実現するために、例えば、熱磁気トリップ
装置を用いている。そのようなトリップ装置は、典型的には、バイメタルを含む。このバ
イメタルが、持続的過電流状態による加熱作用に応答して一方に反り、トリップ機構のラ
ッチを外す。これによって、回路遮断器の分離可能接点が開いて、保護対象回路内の電流
の流れが遮断される。比較的高レベルの短絡故障状態が発生した場合には、これによって
発生する磁界が、回路遮断器内の磁気アーマチュアの急速な変位を引き起こして、ほぼ瞬
時にトリップ機構を作動させる。
【０００５】
　更に、いくつかの電流遮断器は、地絡に応答して電力を遮断することが可能であり、一
般に地絡電流遮断器（ＧＦＣＩ）と呼ばれている。地絡状態が発生するのは、線路導体と
中性線との間の電流の流れが不均衡である場合であり、この不均衡は、漏れ電流又はアー
ク地絡故障によって起こる可能性がある。
【０００６】
　他のいくつかの電流遮断器は、アーク故障に応答して電力を遮断することが可能であり
、一般にアーク故障電流遮断器（ＡＦＣＩ）と呼ばれている。ＡＦＣＩの典型例として、
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アーク故障回路遮断器、枝路／フィーダアーク故障回路遮断器、出口回路アーク故障回路
遮断器、コードアーク故障回路遮断器、組み合わせアーク故障回路遮断器（これは、枝路
／フィーダＡＦＣＩ又は出口回路ＡＦＣＩとして機能する）、可搬型アーク故障回路遮断
器などがあり、これらに限定されない。
【０００７】
　アーク故障は、２つの主なカテゴリ、すなわち、直列アークと並列アークとに分けて定
義される。直列アークが発生しうるのは、例えば、電流が単一導体内のギャップをまたい
で流れるときである。一方、並列アークが発生しうるのは、電位が異なる２つの導体の間
（例えば、電源導体とグラウンドとの間など）を電流が流れるときである。並列アークは
、定格電流を超える電流を回路に引き込む場合があるが、ＲＭＳ電流値は、サーマルトリ
ップを引き起こすのに必要な値より小さい。更に、並列アークが、瞬時トリップ機能をト
リガするのに十分な高さのピーク電流レベルを引き込むことが、アーク電圧及び線路イン
ピーダンスによって妨げられる。
【０００８】
　問題は、様々な理由により、アーク故障によって従来の回路遮断器のトリップが引き起
こされない場合があることである。家が古くなって電気配線の経年劣化が進むほど、アー
クによって発火する可能性は大きくなる。
【０００９】
　従って、ＡＣ電気系統における並列アーク故障を検出する電流遮断器及び方法であって
、先行技術システムの前述及び他の不利点のうちの１つ又は複数を克服し、軽減し、かつ
／または緩和する電流遮断器及び方法が求められている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態において、並列アーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）を実施する装置を
開示する。本装置は、電気回路内に配置されて電気的負荷を感知する電流感知素子であっ
て、自身を流れる負荷電流を表す出力信号を生成するように構成された電流感知素子と、
電流感知素子と信号連通していて、電流感知素子によって生成された出力信号を受信する
ように構成された検出ユニットであって、上記出力信号に基づいて二次信号を出力するよ
うに構成及び配置された検出ユニットと、検出ユニットと結合されてコンピュータ実行可
能命令に応答するマイクロコントローラであって、上記コンピュータ実行可能命令により
、二次信号を受信し、離散ウェーブレット変換を用いて分解して、離散ウェーブレット係
数を得ることと、離散ウェーブレット係数の合計を計算することと、離散ウェーブレット
係数の合計を所定閾値と比較することと、感知された負荷電流が所定閾値を上回っていて
、離散ウェーブレット係数の合計が協調的に、トリップ信号生成のための所定閾値条件が
満たされていることを示す場合に、トリップ信号を生成するマイクロコントローラとを含
む。
【００１１】
　本発明の別の実施形態において、回路に対してアーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）を実施
する、コンピュータに実装される方法を開示する。本方法は、回路と電気的に連通してい
る電流感知素子において負荷電流を感知することと、電流感知素子と信号連通している検
出ユニットにおいて、感知された負荷電流の電流を反映する二次信号を生成することと、
検出ユニットと結合されたマイクロコントローラにおいて、二次信号を所定周波数でサン
プリングすることと、二次信号の大きさを求めることと、二次信号の各成分から離散ウェ
ーブレット係数を計算することと、離散ウェーブレット係数の合計を計算することと、離
散ウェーブレット係数の合計を所定閾値と比較することと、離散ウェーブレット係数の合
計と二次信号の大きさとに基づいて、閾値条件が満たされているかどうかを判定すること
と、閾値条件が満たされていると判定した場合には、回路の動作を遮断するトリップ信号
を発行することとを含む。
【００１２】
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　本発明のまた別の実施形態において、回路に対してアーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）を
実施する、コンピュータに実装される方法を開示する。本方法は、電流感知装置によって
感知された負荷電流に基づくものとして、電流感知装置と信号連通している検出ユニット
において生成された二次信号の各部分を、それぞれ、離散ウェーブレット変換を用いて詳
細係数及び概略係数に分解することと、二次信号の第１の部分がゼロ交差でサンプリング
されたと判定された場合には、二次信号の正の半周期及び／又は負の半周期について、離
散ウェーブレット係数の絶対値の合計を計算することと、絶対値の合計を第１の所定閾値
と比較すること、又は、感知された負荷の電流があらかじめ選択されている大きさを下回
る場合には、絶対値の合計の、所定の係数閾値を超える分を積算することと、絶対値の積
算された合計の値を、積算計の値の所定閾値と比較することと、上記比較の結果が、第１
及び第２の所定閾値のうちの対応するほうが所与の時間にわたって超えられたことを示し
ている場合は、回路の動作を遮断するトリップ信号を発行することと、を含む。
【００１３】
　本発明の更に別の実施形態において、並列アークの検出に基づいて電流遮断器を動作さ
せる方法を開示する。本方法は、負荷電流を感知し、この負荷電流から電流信号を生成す
ることと、上記電流信号を周波数フィルタリングすることと、フィルタリングされた電流
信号の基本周波数を特定することと、フィルタリングされた信号の電圧及び／又は電流の
ゼロ交差を検出することと、フィルタリングされた電流信号の大きさを求めることと、電
流信号をフィルタリングし、フィルタリングされた電流信号を所定個数のレベルに分解し
て離散ウェーブレット係数を得ることと、正及び負の半周期の間、フィルタリングされた
電流信号をサンプリングすることと、正及び負の半周期の間にフィルタリングされ、サン
プリングされた電流信号の離散ウェーブレット係数の絶対値を計算することと、正及び負
の半周期の間にフィルタリングされ、サンプリングされた電流信号の離散ウェーブレット
係数の計算された絶対値を合計することと、正及び／又は負の半周期の間にフィルタリン
グされ、サンプリングされた電流信号の離散ウェーブレット係数の絶対値の合計を、所定
の係数合計閾値レベルと比較することと、並列アーク検出のための閾値条件が満たされて
いるかどうかを、１）正及び／又は負の半周期の間にフィルタリングされ、サンプリング
された電流信号の離散ウェーブレット係数の絶対値の合計と、所定の係数合計閾値レベル
との比較、並びに、２）二次信号の大きさに基づいて判定することと、電流遮断器を動作
させるトリップ信号を発行することとを含む。
【００１４】
　上述の説明において、本発明の主な特徴を大まかに説明した。これにより、以下の詳細
な説明の理解が深まり、本発明の産業上の利用可能性が明らかとなる。本発明の更なる利
点を以下に示す。また、本発明のこれらの特徴は添付の特許請求の範囲に含まれている。
【００１５】
　本発明の実施形態を説明するにあたり、本発明の実施形態は、本明細書又は図面に記載
の特定の構成及び部材に限定されないことを理解されたい。本明細書に記載の実施形態は
、様々な方法で実行及び実施可能である。また、本明細書における用語及び表現は、あく
までも説明目的で用いられており、本発明の企図を限定するものではない。
【００１６】
　本発明の上述及びその他の特徴及び利点は、当業者に理解できるよう、以下の詳細な説
明、図面、並びに添付の特許請求の範囲に記載されている。
【００１７】
　次に、添付図面について簡単に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】並列アーク故障を示す図である。
【図２】本発明の一例示的実施形態のハードウェア機能ブロック図である。
【図３】本発明の一例示的実施形態のフローチャートある。
【図４】本発明の一例示的実施形態を実施するアーク故障電流遮断器の概略図である。
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【図５】本発明の例示的実施形態の離散ウェーブレット変換の分解処理を示す図である。
【図６】本発明の別の実施形態の離散ウェーブレット係数ツリーを示す図であって、係数
の数は、アプリオリに決定されたレベル数であってよい。
【図７】離散ウェーブレット係数の計算アルゴリズムを示すフロー図である。
【図８】本発明の、マイクロコントローラベースのアーク故障検出器の一実施形態の概略
図である。
【図９】本明細書に記載の、並列アークを検出する一例示的方法を示す図である。
【図１０】ゼロ交差検出回路の一例示的形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本明細書に記載の実施形態により、並列アーク故障の遮断を行う。電気アークについて
は、様々な定義があるが、ここでは、並列アークは、通常は非導電性である媒体（空気な
ど）の電気的絶縁破壊であって、通常は非導電性である媒体を電流が流れる結果として発
光放電（火花など）を引き起こす電気的絶縁破壊を意味する。並列アークは、互いに反対
の極性に帯電している導体（例えば、回路と接地素子）の間で発生し、高電流スパイクと
、負荷インピーダンスがほとんどゼロであることとで特徴づけられる。この定義は、理解
のために与えられたものであって、本発明を限定するものではない。当業者であれば理解
されるように、電気アークの他の定義も適用可能である。
【００２０】
　図面を参照すると、図１は、典型的な並列アーク故障を示す。図１に示すように、互い
に反対の極性に帯電した２つの導体３、４（例えば、比較的大きなインピーダンス１の両
端に通常ある導体、或いは、回路と接地素子）の間で並列アーク２が発生する可能性があ
る。並列アークは、高電流スパイクと、負荷インピーダンスがほとんどゼロであることと
を特徴とする。
【００２１】
　本明細書に記載の例示的実施形態は、図１に示したタイプのような並列アーク故障の検
出及び遮断を対象とする。更に、本発明の実施形態は、検出ストラテジを用いて並列アー
ク故障を検出する。本発明には、並列アーク故障電流と他の非アーク過渡負荷電流（例え
ば調光器、ドリル、蛍光灯などに起因する過渡電流など）とを区別するためのアーク故障
パターン認識が含まれる。
【００２２】
　ＡＣ電流波形のゼロ交差付近では、並列アークが消滅する。アークが消滅するため、電
流の流れはほぼなくなる。更に、平行ギャップにおいて絶縁破壊が発生し、アーク電流の
再点弧が発生してアーク電流が再び流れ出す。再点弧現象は、電流波形がゼロ交差を横切
る際に繰り返される。一般に、導電媒体の絶縁破壊の結果として電流が再発弧されるため
、再点弧現象は、電流波形の再発弧と呼ばれる。再点弧の場合は、平行ギャップが導電媒
体である。
【００２３】
　図２は、本発明の並列アーク故障検出の一例示的実施形態のハードウェア機能ブロック
図３００を示す。交流（ＡＣ）信号３０１が、フィルタ３０２に入力される。フィルタリ
ングされた信号３０３が、アナログデジタル変換器３０４へ出力される。デジタル出力３
０５は、マイクロコントローラ３０６によって処理される。メモリ３０８（例えば、読み
出し専用メモリ（ＲＯＭ））が、各種データ及びプログラム３０７をマイクロコントロー
ラ３０６に供給する。マイクロコントローラ３０６は、入力信号３０１が並列アーク故障
信号を含んでいるかどうかを計算する。入力信号３０１の解析によって決定された並列ア
ーク故障の存在を示すマイクロコントローラ出力３０９は、記憶及び後刻使用のためにメ
モリ３１０（当業者であれば決定可能な書き換え可能メモリ記憶装置など）に供給可能で
ある。代替として、破線で示すように、出力３０９をＡＦＣＩ４１０（後述）に供給する
ことも可能である。
【００２４】
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　図４は、全体が参照符号４１０で示された、本開示によるアーク故障電流遮断器（ＡＦ
ＣＩ）の一例示的実施形態を示す。ＡＦＣＩ４１０は、マイクロコントローラ３０６を含
んでおり、マイクロコントローラ３０６には並列アーク故障検出プログラム４１４が常駐
している。
【００２５】
　有利なことに、プログラム４１４は、本発明の一例示的実施形態では、並列アーク検出
に離散ウェーブレット変換方式を用いる。プログラム４１４は、注目周波数と見なされる
１つ又は複数の信号特徴を特定する。そして、プログラム４１４は、その１つ又は複数の
信号特徴を処理して、複数の離散ウェーブレット変換を計算する。
【００２６】
　ＡＦＣＩ４１０の本例示的実施形態は、負荷４１６を、枝路回路４２２を挟んで、中性
線４１８及び線路導体４２０と電気的に連通させるように構成されている。ＡＦＣＩ４１
０は、プログラム４１４により、並列アーク故障の検出時に、線路導体４２０にまたがる
分離可能接点４２４を選択的に開くように構成されている。このように、ＡＦＣＩ４１０
は、枝路回路４２２での並列アークの検出と、枝路回路４２２への電力の遮断とを行うよ
うに適合されている。
【００２７】
　接点４２４は、トリップ機構４２６により、既知の様式で開かれる。例えば、当該技術
分野において周知のばね式トリップ機構（図示せず）により接点４２４を開くことが可能
である。
【００２８】
　トリップ機構４２６は、プログラム４１４によって作動させるだけでなく、線路導体４
２０と直列接続された、バイメタル４３０を有する従来型の熱磁気過電流装置４２８によ
って作動させることも可能である。例えば、バイメタル４３０は、過電流が印加されたと
きに既知の様式で曲がることによって、トリップ機構４２６を作動させることが可能であ
る。更に、バイメタル４３０は、磁気で作動するアーマチュア４３２を含むことが可能で
あり、アーマチュア４３２は、バイメタルの両端に短絡が印加されたときにトリップ機構
４２６を作動させることが可能である。
【００２９】
　いくつかの例示的実施形態では、ＡＦＣＩ４１０は、従来型の直列アーク検出器４３２
を含むことが可能である。直列アーク検出器４３２は、線路導体４２０の全体において直
列アークが検出されたときにトリップ機構４２６を作動させるように構成されている。従
って、本開示のプログラム４１４は、既存のＡＦＣＩ直列アーク検出と並行して動作する
ことも、既存のＡＦＣＩ検出とは独立に動作することも可能である。
【００３０】
　このように、ＡＦＣＩ４１０の本例示的実施形態は、過電流及び短絡から保護する過電
流装置４２８と、直列アーク故障を検出する直列アーク故障検出器４３２と、（本発明の
一例示的実施形態では）並列アーク故障を検出するプログラム４１４とを組み合わせてい
る。
【００３１】
　図４は更に、図３のプロセス３５０に対応する。図３は、並列アークを検出する方法の
一例示的実施形態を示している。特に断らない限り、本方法の各ステップは、任意の好適
な順序で実行可能であり、且つ／又は、２つ以上のステップを同時に実行することも可能
である。３５２で、電流を感知する。３５４で、その信号をフィルタリングして、例えば
、ノイズを除去する。３５６で、その信号をアナログからデジタルに変換する。３５８で
、マイクロコントローラが、離散ウェーブレット変換の数値演算によって信号を処理し、
離散ウェーブレット係数を計算する。３６０で、並列アーク故障の検出に関するほぼすべ
ての条件が満たされた場合には、マイクロコントローラは、３５２の入力信号に並列アー
ク故障が存在することを示す信号を出力する。メモリ（例えば、読み出し専用メモリ（Ｒ
ＯＭ））とマイクロコントローラとが、例えば、ウェーブレットフィルタ、閾値、及び検
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出条件に関して対話する。
【００３２】
　離散ウェーブレット変換
　図２の例示的実施形態に戻ると、マイクロコントローラ３０６はプログラム３１４を実
行し、プログラム３１４は、デジタル信号出力３０５及び離散ウェーブレット変換（ＤＷ
Ｔ）を用いて（例えば、図５に示すような）離散ウェーブレット係数を計算する。メモリ
３０８は、ウェーブレットフィルタ、所定閾値、及び検出条件を含む各種データ及びプロ
グラム３０７をマイクロコントローラ３０６に供給する。マイクロコントローラ３０６は
、離散ウェーブレット係数を用いて、入力信号３０１が並列アーク故障信号を含んでいる
かどうかを判定する。
【００３３】
　ウェーブレットは、所与の信号を種々の周波数成分に分割し、各周波数成分を、そのス
ケールに合致する分解能で解析する数学的関数である。ウェーブレット変換は、ウェーブ
レットによる、信号の表現である。各ＤＷＴは、その存続時間にわたる積分がゼロになる
有限長の短い波である。離散ウェーブレット変換の場合、ウェーブレットは、マザーウェ
ーブレットと呼ばれる、速やかに減衰する振動波形である。ウェーブレット変換がこれま
でのフーリエ変換（ＦＴ）や高速フーリエ変換（ＦＦＴ）より優れている点は、不連続や
鋭いピークがある信号を表現できること、並びに、有限であり、非周期的であり、且つ／
又は非定常的である信号を正確に分解及び再構築して、マザーウェーブレットと電流信号
との間の相関の指標を供給することが可能なことである。 
【００３４】
　本質的には、離散ウェーブレット変換は、デジタルフィルタと十分な時間分解能とで、
デジタル信号３０５の種々の周波数成分を解析する。信号に対してＤＷＴを行う一方で、
一連のハイパスフィルタに信号を通して高い周波数の解析を行い、一連のローパスフィル
タに信号を通して低い周波数の解析を行う。
【００３５】
　一例示的実施形態では、並列アークを検出するために信号を１０ｋＨｚでサンプリング
するので、信号を、カットオフ周波数９００Ｈｚの一極ローパスフィルタと、カットオフ
周波数１５０Ｈｚの一極ハイパスフィルタとに通す。
【００３６】
　ＤＷＴを信号に用いる際には、ＤＷＴ係数を計算するために、２つの操作、すなわち、
サブサンプリング及びフィルタリングを実行する。フィルタリングは、信号の分解能を変
更し、サブサンプリング（アップサンプリング及びダウンサンプリングを含む）は、信号
応答のスケールを変更する。
【００３７】
　離散ウェーブレット係数の計算
　本発明の本実施形態の例では、離散ウェーブレット係数の計算は、離散時間信号ｘ［ｎ
］から始まる。離散時間信号ｘ［ｎ］は、図２に示した本発明の例示的実施形態において
マイクロコントローラ３０６に入力されるデジタル信号３０５として既知である。まず、
信号ｘ［ｎ］を分解するために、離散ウェーブレット係数の計算を行う。
【００３８】
　離散ウェーブレット係数に関しては、フィルタ係数の集合が２つある。本明細書では、
一般にフィルタを「フィルタ［　］」という形式で表す。すなわち、ｈ［ｎ］は、インデ
ックスｎにおけるフィルタｈを表す（ｎ＝１，２，３，４，．．．．ｎ＋１）。分解のた
めのフィルタ係数は、Ｈｉ＿Ｄ及びＬｏ＿Ｄで表され、離散ウェーブレット変換の計算の
分解関数は、図７のフローチャートと、本明細書に記載の式（１）、（２）、（３）、及
び（４）とで示される同じ畳み込みを用いる。
【００３９】
　フィルタリング
係数の計算では、第１に、この信号を、インパルス応答ｈ［ｎ］を有するハーフバンドロ
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ーパスデジタルフィルタに通すことが必要である。これは、数学的には、式（１）で表さ
れる。
【００４０】
【数１】

　
【００４１】
　第２に、この信号を、この信号を、インパルス応答ｇ［ｎ］を有するハーフバンドハイ
パスデジタルフィルタにも通す。これは、数学的には、式（２）で表される。
【００４２】
【数２】

　
【００４３】
　スケーリング。式（１）及び（２）のフィルタリング処理の後、信号分解能は半分にな
っているが、スケールは変わっていない。スケールを半分にする処理は、例えば、次の式
（３）及び（４）で表される。
【００４４】

【数３】

【００４５】
【数４】

【００４６】
　フィルタ出力ｙｈｉｇｈ及びは、ｙｌｏｗはそれぞれ、ハイパスフィルタ及びローパス
フィルタの出力であり、サブサンプリング分解能の変化は、式（３）及び（４）の結果で
ある。
【００４７】
　式（３）及び（４）の結果には、以下のものが含まれる。１）時間分解能は半分になっ
た（サンプルの半数だけが信号に残っているため）。２）周波数分解能は倍になった（信
号が、半分の周波数帯域だけを保持し、周波数不確定性が半分になったため）。
【００４８】
　式（３）及び（４）の計算は、ＤＷＴ分解処理と呼ばれ、一反復の実行でもよく、図５
に示すように、所望時間分解能及び所望周波数分解能を得るために「ｎ」レベル分繰り返
してもよい。レベル「ｎ」は、当業者であれば、所望の時間分解能及び周波数分解能など
の因子を考慮して決定することができるであろう。
【００４９】
　サンプル信号の一例示的分解（例えば、マイクロコントローラ３０６（図２）に入力さ
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れるデジタル信号３０５（図２））は、マザーウェーブレット１０　Ｄｅｂａｕｃｈｉｅ
ｓを信号の大きさとして用いる。以下で、マザーウェーブレットの詳細を説明する。分解
計算のための一般的なウェーブレット係数ツリーを図６に示す。
【００５０】
　マザーウェーブレット
　マザーウェーブレットについての説明の前に、マザーウェーブレットは、Ｄａｕｂｅｃ
ｈｉｅｓウェーブレットと呼ばれるウェーブレット集合の一部であることを念頭に置かれ
たい。Ｄｅｂａｕｃｈｉｅｓウェーブレットは、離散ウェーブレット変換（ＤＷＴ）を定
義する直交ウェーブレットの一ファミリであって、離散ウェーブレット変換（ＤＷＴ）の
対象である所与の信号に対するバニッシングモーメントの数が最大となることで特徴づけ
られる。マザーウェーブレットは、当業者であれば、１）信号の形状（例えば、正弦波）
、２）注目周波数レンジ、３）あらかじめキャプチャされた波形から得られた経験的デー
タなどの因子を考慮して選択することが可能であろう。また、当業者であれば、マザーウ
ェーブレットの信号測定値を得るために、マザーウェーブレットのバニッシングポイント
（又はバニッシングモーメント）について検討することも可能であろう。
【００５１】
　一例示的実施形態では、上記１）～３）の因子とマザーウェーブレットのバニッシング
ポイント（又はバニッシングモーメント）の数とについての検討から、理想的なマザーウ
ェーブレットはＤａｕｂｅｃｈｉｅｓ　１０であることが判明した。
【００５２】
　図６のウェーブレット係数ツリーは、上述した一例示的サンプリング周波数（１０ｋＨ
ｚ）に対応する。当然のことながら、信号分解周波数帯はサンプリング周波数に依存する
。図６に示すように、最後の「ｎ」レベル（又は最後の係数ｃＡｎ及びｃＤｎ）は、一般
に、離散ウェーブレット変換処理における注目係数である。
【００５３】
　係数ｃＡｎ及びｃＤｎは、以下で説明する例示的信号分解で使用する。当業者であれば
、図６に示すように、計算すべき適切な「ｎ」レベル係数を決定することが可能である。
図６の一般的なウェーブレット係数ツリーでは、最後の（「ｎ」）レベルが６０２でアプ
リオリに決定されている。
【００５４】
　上述のフィルタｇ［ｎ］及びｈ［ｎ］は、直交ミラーフィルタ（ＱＭＦ）であり（フィ
ルタｈ［　］及びｇ［　］並びにミラー方程式は、離散ウェーブレット係数の直交ミラー
フィルタ（ＱＭＦ）を得るために用いる）、これらは次のように関係づけられる。
【００５５】
　ＱＭＦ関係：ｇ［Ｌ－ｎ－１］＝（－１）ｎｈ［ｎ］　　　　　（５）
　ＤＷＴ計算の詳細
　ここでは、図７を参照して、離散ウェーブレットアルゴリズムを、操作４１０～４１７
として説明する。図示したように、サンプリングされた信号を、まず、ＯｕｔｅｒＩｎｄ
ｅｘ（畳み込みされた信号のインデックスを意味する）、ＳｕｍＣＤ（詳細係数の合計の
絶対値）、及びＩｎｎｅｒＩｎｄｅｘ（使用するフィルタのインデックス）が付いた信号
として定義し、ＯｕｔｅｒＩｎｄｅｘ、ＳｕｍＣＤ、ＩｎｎｅｒＩｎｄｅｘのそれぞれを
ゼロに設定する（操作４１０）。
【００５６】
　最初に、ＯｕｔｅｒＩｎｄｅｘが、畳み込みされた信号の長さより小さいかどうかを判
定する（判定４１１）。ＯｕｔｅｒＩｎｄｅｘが畳み込みされた信号の長さより小さくな
い場合は、ＳｕｍＣＤの値をゼロに戻す（操作４１３）。一方、ＯｕｔｅｒＩｎｄｅｘが
畳み込みされた信号の長さより小さい場合は、ＣＤの各値（これらは個々の詳細係数）を
ゼロに設定し、ＪｕｍｐＩｎｄｅｘの値を、畳み込みされた信号の値に２を乗算した値に
設定する（操作４１４）。
【００５７】
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　次に、ＩｎｎｅｒＩｎｄｅｘが、フィルタの長さより小さいかどうかを判定する（判定
４１５）。ＩｎｎｅｒＩｎｄｅｘがフィルタの長さより小さい場合は、ＣＤの各値を、信
号の値にＣＤの各値を加算した値に設定する（操作４１６）。ここで、信号値は、Ｉｎｎ
ｅｒＩｎｄｅｘの値にフィルタの値を乗算して、それにＪｕｍｐＩｎｄｅｘの値を加算し
た値である。この処理を、ＩｎｎｅｒＩｎｄｅｘがフィルタの長さより小さくないと判定
される（判定４１５）まで繰り返す。この時点で、ＣＤの各値を、ＣＤの絶対値に設定し
、ＳｕｍＣＤの値を、ＣＤの各値にＳｕｍＣＤの絶対値を加算した値に設定する（操作４
１７）。
【００５８】
　図８は、並列アーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）を実施する装置１を示す。図８の装置１
は、電流センサ１０を含んでおり、電流センサ１０は、電流信号を発生させる負荷を感知
するように構成された抵抗素子１０（バイメタルなど）を含んでいる。
【００５９】
　電流センサ１０のバイメタルは、室温で６ｍΩ（ミリオーム）（１５Ａ時）又は３ｍΩ
（ミリオーム）（２０Ａ時）の特性抵抗を有する抵抗材料で形成可能である。本発明の実
施形態は、抵抗素子の一例としてバイメタルを有するように開示されているが、本発明の
範囲は、そのようには限定されず、本明細書で開示した目的に好適な他の抵抗素子（例え
ば、真鍮、青銅、銅合金、鋼、ステンレス鋼、インコネル鋼、及び／又は炭素鋼合金など
）も包含することを理解されたい。更に、電流センサは、実効（二乗平均平方根（ＲＭＳ
））電流測定ユニット、ピークツーピーク（ｐ－ｐ）電流測定ユニット、ホール効果電流
センサ、電流変圧器、又は他の任意の好適な装置を任意に備えることも可能である。
【００６０】
　任意で、電流センサ１０の出力信号を、信号線５５上のアクティブローパスフィルタ２
０に伝達することも可能である。更に、（例えば、マイクロコントローラ３０６から供給
可能な）試験信号９０を、加算アクティブローパスフィルタ２０に供給することも可能で
ある。一実施形態では、ＲＭＳ測定ユニットはアクティブローパスフィルタ２０を備え、
アクティブローパスフィルタ２０は、１０ｋＨｚのサンプリングレートで動作して、約６
ｋＨｚ～６０Ｈｚの周波数を有する副信号を除くすべてを電流信号から除去する。他の実
施形態では、電流センサ１０の出力信号を、並列アーク信号線４４上の並列アーク検出ユ
ニット３０２に伝達することが可能である。
【００６１】
　加算フィルタ２０から出力される信号は、並列アーク信号線４４、及びＲＭＳ電流信号
線５５に伝達される。信号線４４上に並列アーク検出ユニット３０２が配置され、信号線
５５上に電流測定ユニット５０が配置されている。並列アーク検出ユニット３０２は、フ
ィルタとして、電流信号内の並列アークの検出に使用される第１の信号を、並列アーク信
号チャネル４９を介してマイクロコントローラ３０６へ出力するように構成されている。
電流測定ユニット５０は、例えば、ＲＭＳ電流測定やアーク検出サンプルタイミング調整
に使用される第２の信号を、マイクロコントローラ３０６へ出力するように構成されてい
る。他の実施形態では、電流測定ユニット５０は、任意で、ＲＭＳ電流測定ユニット、ｐ
－ｐ電流測定ユニット、ホール効果電流センサ、又は他の任意の好適な装置を備える。
【００６２】
　他の実施形態では、電流センサ１０の出力信号を、並列アーク信号線４４上の並列アー
ク検出ユニット３０２に直接伝達することが可能である。また、任意で、試験信号９０を
、並列アーク検出ユニット３０２へ直接供給することも可能である。一実施形態では、並
列アーク検出ユニット３０２は、１０ｋＨｚのサンプリングレートで動作して、約１５０
Ｈｚ～９００Ｈｚの周波数を有する副信号を除くすべてを電流信号から除去する。この目
的のために、並列アーク検出ユニット３０２は、ローパスフィルタ４１及びハイパスフィ
ルタ４２を含んでいる。
【００６３】
　一実施形態では、マイクロコントローラ３０６は、電流測定ユニット５０から受信した
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第２の信号を処理して電流の大きさの表示を決定するように構成されている。より具体的
には、電流測定ユニット５０から受信された第２の信号は、所定レンジの値を上回るか下
回るサンプルがあるかどうかを識別する処理が行われる。一実施形態では、マイクロコン
トローラ３０６は、電流測定ユニット５０から受信した第２の信号を約１０ｋＨｚのレー
トでサンプリングし、二乗和平均平方根を計算する。例えば、当然のことながら、ＤＣバ
イアスを除去し、各読み取り値の二乗和平方根を求め、マイクロコントローラ３０６に常
駐していて飽和レベルが０カウント及び４０６０カウントである１２ビットアナログデジ
タル変換器（ＡＤＣ）を用いた場合、電流測定ユニット５０から受信した、０アンペアを
測定した電流信号の読み取り値が２０４８カウントであるとすると、ＲＭＳ電流カウント
が３５以下であれば（すなわち、ＡＤＣの飽和レベルの０に比較的近ければ）、比較的大
きな負の電流を表していると認識され、ＲＭＳ電流カウントが４０６１以上であれば（す
なわち、ＡＤＣの飽和レベルの４０９６に比較的近ければ）、大きな正の電流を表してい
ると認識される。
【００６４】
　他の実施形態では、並列アーク検出装置は、追加で、他の様々な故障検出方法及び装置
を組み込んだり、それらと組み合わされたりすることが可能であり、例えば、そのような
ものとして、例えば、直列アーク故障検出ユニット３０があり、これは、例えば、マイク
ロコントローラ３０６と信号連通しているハイパスフィルタ３１を備えている。
【００６５】
　装置１は更に、中性線１２と結合されていて電圧ゼロ交差点の信号表示をマイクロコン
トローラ３０６に供給するゼロ交差検出回路８８を含んでいる。図８に示すように、ゼロ
交差検出回路８８は、マイクロコントローラ３０６に給電しているＡＣ電圧が情報源であ
り、中性線と結合されている。このようなゼロ交差検出回路８８は、当業者には周知であ
り、当業者には理解される様々な構成が可能である。代替として、当然のことながら、装
置１を、当該技術分野において周知の様々な方法で（例えば、電流ゼロ交差検出回路とし
て）構成して、ゼロ交差の表示をマイクロコントローラ３０６に供給することが可能であ
る。
【００６６】
　マイクロコントローラ３０６は、並列アーク検出ユニット３０２から受信した第１の信
号を分解するように構成される。本発明の実施形態によれば、分解は、外部計算と、少な
くとも部分的には、電流測定ユニット５０から受信した第２の信号に含まれる情報とから
得られた離散ウェーブレット変換（ＤＷＴ）（マザーウェーブレットなど）を用いて行う
。
【００６７】
　従って、マイクロコントローラ３０６が並列アーク検出動作にＤＷＴを適用する場合、
マイクロコントローラ３０６は、アークと関連している可能性があるパターン又はシグネ
チャを識別することと、そのパターン又はシグネチャとの近い相関を示す所定のマザーウ
ェーブレットを選択することと、アークを解析するための、最適化された信号対ノイズ比
を与える周波数レンジを選択することと、波形の一部分を注目範囲として選択することと
、波形のその選択部分に対応する必要な窓サイズを選択することと、を行うことによって
動作可能である。
【００６８】
　分解の結果として離散ウェーブレット係数が計算され、これらの離散ウェーブレット係
数自体は、マイクロコントローラ３０６が、並列アークの存在の決定、及びトリップ信号
の発行の際に用いる。すなわち、マイクロコントローラ３０６は、積分された離散ウェー
ブレット係数が、トリップ信号生成のための１つ又は複数の閾値条件が満たされたことを
示している場合に、トリップ信号を生成するように構成されることが好ましい。ここで、
閾値条件は、並列アークが発生したことを示す信号測定値を意味する。
【００６９】
　マイクロコントローラ３０６は、前述のＤＷＴ係数の計算と、ＤＷＴ係数の絶対値の合
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計（ＳｕｍＣＤ）の計算とを行うように構成されている。ＳｕｍＣＤ値は、測定された信
号のアーク含有量の相対表示であると見なされる。マイクロコントローラ３０６は更に、
計算したＳｕｍＣＤ値を、係数閾値（ＣＴ）と呼ばれる所定値と比較するように構成され
ている。ＣＴは、ＳｕｍＣＤのベースラインノイズレベルの相対表示を与える。マイクロ
コントローラ３０６は、ＳｕｍＣＤ値とＣＴ値との差に応じて所定のレートで増減する値
を有する積算計機能を含むことが好ましい。好ましくは、半周期のＳｕｍＣＤ値がＣＴ値
より小さい場合には、積算計の値は、その現在の値の所定の割合だけデクリメントする（
例えば、積算計値＝（積算計値）－（積算計値／３２））。半周期のＳｕｍＣＤ値がＣＴ
値より大きい場合には、ＣＴ値が、ＳｕｍＣＤ値から減算され、積算計値に加算される。
この比較及び積算は、後続の半周期ごとに繰り返される。積算計値が所定の積算計閾値（
ＩＴ）を超えていることが判明した場合は、並列アーク状態が存在すると判定される。
【００７０】
　当然のことながら、ＣＴ値の判定は様々な方法で可能であり、例えば、Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　ＵＬ　１６９９のような業界基準に従って並列アーク試験を行い、これを、既知の高
突入電流負荷（コンプレッサのモータ負荷など）に対して行った試験と比較することによ
って可能である。
【００７１】
　引き続き図８を参照すると、本装置は更に、マイクロコントローラ３０６と結合された
周囲温度センサ６０を含むことが可能である。周囲温度センサ６０は、少なくとも抵抗素
子１０の周囲温度を測定し、その測定値をマイクロコントローラ３０６に出力する。次に
マイクロコントローラ３０６は、上述の計算において抵抗素子１０の温度変化（あれば）
を補償するかどうかを決定する。
【００７２】
　加えて、本装置は更に、（例えば、プッシュ式スイッチのような）試験スイッチ７０を
含むことが可能である。プッシュ式試験スイッチ７０は、並列アーク試験線７２を介して
マイクロコントローラ３０６と結合されており、オペレータが本装置の設置時にローカル
規則及び非ローカル規則に従って本装置を試験することを可能にする。上述のように、他
の実施形態では、本並列アーク検出装置は、他の様々な故障検出方法及び装置を組み込ん
だり、それらと組み合わされたりすることも可能である。例えば、試験スイッチ７０は、
追加で、マイクロコントローラ３０６と信号連通している直列アーク試験線７１を備える
ことが可能である。
【００７３】
　次に図９を参照して、並列アーク故障電流遮断（ＡＦＣＩ）の実施方法を説明する。こ
こに示したアルゴリズムは、並列アークが検出されるまで連続して実行することが好まし
い。図９に示すように、本アルゴリズムの初期化（操作１００）後、１電力周期にわたっ
て負荷電流のデータの感知を行い、ゼロ交差検出回路８８を通して正のゼロ交差が検出さ
れたかどうかを判定する（判定２００、２０１）。
【００７４】
　この信号は、不要成分を除去するために、例えば、フィルタ３０２（図２）を用いてフ
ィルタリングされていることが好ましい。フィルタ３０２（図２）から出力された信号は
、操作２０６、２０７で離散ウェーブレット係数の計算に用いる。離散ウェーブレット係
数の計算は、離散時間信号ｘ［ｎ］から始まる。離散時間信号ｘ［ｎ］は、図３に示した
本発明の例示的実施形態において、マイクロコントローラ３０６（図２）に入力されるデ
ジタル信号３０５（図２）として既知である。
【００７５】
　図９を再度参照すると、当然のことながら、１電力周期のデータは、代替として、正の
半周期と負の半周期とを含むものと見なしてよい。離散ウェーブレット係数の計算は、正
の半周期と負の半周期とで別々に行うことが好ましい。
【００７６】
　正のゼロ交差が検出された場合は、正の半周期のサンプルについて、並列アークチャネ
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ル４９のサンプリングを開始する（操作２０２）。正の半周期のサンプリングが完了した
ことが判明したら（判定２０４）、その正の半周期について離散ウェーブレット変換係数
を計算し、係数の絶対値の合計を計算する（操作２０６）。
【００７７】
　正のゼロ交差が検出されていない場合（判定２００）は、ゼロ交差検出回路８８を通し
て負のゼロ交差が検出されたかどうかを判定する（判定２０１）。負のゼロ交差が検出さ
れた場合は、負の半周期のサンプルについて、並列アークチャネル４９（図８）のサンプ
リングを開始する（操作２０３）。負の半周期のサンプリングが完了したことが判明した
ら（判定２０５）、その負の半周期について離散ウェーブレット変換係数を計算し、係数
の絶対値の合計を計算する（操作２０７）。
【００７８】
　図９を再度参照すると、正の半周期及び負の半周期について計算した離散ウェーブレッ
ト係数値を解析して、いずれかの半周期の離散ウェーブレット係数の合計が所定の係数閾
値より大きいかどうかを判定する（判定２１２）。大きければ、現在の半周期に含まれる
サンプリングされたＲＭＳ信号のうちの十分な数の点が、所定範囲から外れた（すなわち
、所定範囲を上回るか下回る）カウントを有するかどうかを判定する（判定２１５）。例
えば、サンプリングしたＲＭＳ信号のうちの４個以上の点が（所定の範囲に対して）十分
高いか低い場合、サンプリングしたＲＭＳ信号を、飽和していると見なす。そうであれば
、係数合計の、所定の係数閾値を超える分を積算する（操作２１６）。
【００７９】
　いずれかの半周期の離散ウェーブレット係数の合計が所定の係数閾値より小さいことが
判明した場合（判定２１２）は、積算計の値を所定量だけ減らす（操作２１４）。
【００８０】
　最後に、図９において、ゼロ交差及び非ゼロ交差の離散ウェーブレット係数に基づいて
、すべての閾値条件が満たされたかどうかを判定する（判定２１７）。閾値条件が満たさ
れていることが判明した場合は、トリップ信号を発行する（操作２２２）。ここで、閾値
条件が満たされたかどうかの判定は、積算計の値を所定の積算計閾値と比較し、積算計の
値が所定の積算計閾値を超えているかどうかを判定することによって行う。
【００８１】
　本発明の一実施形態は、コンピュータに実装された処理及びそれらの処理を実践する装
置のかたちで実施可能である。本発明はまた、有形媒体に埋め込まれた命令を含むコンピ
ュータプログラムコードを有するコンピュータプログラム製品のかたちでも実施可能であ
り、有形媒体は、例えば、フロッピー（登録商標）ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ハード
ドライブ、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ドライブ、又は他の任意のコンピュータ
可読記憶媒体（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）、又は消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）など）であり、こ
のコンピュータプログラムコードがコンピュータにロードされ、コンピュータによって実
行されると、そのコンピュータは、本発明を実践する装置になる。本発明はまた、記憶媒
体に記憶されるか、コンピュータにロードされ、且つ／又はコンピュータによって実行さ
れるか、何らかの伝送媒体を介して（例えば、電気配線を通って、又は光ファイバを通っ
て、又は電磁放射を介して）送信されるコンピュータプログラムコードのかたちでも実施
可能であり、このコンピュータプログラムコードがコンピュータにロードされ、コンピュ
ータによって実行されると、そのコンピュータは、本発明を実践する装置になる。このコ
ンピュータプログラムコードの各セグメントは、汎用マイクロコントローラに実装された
場合には、マイクロコントローラを、特定の論理回路を作成するように構成する。本実行
可能命令の技術的効果は、二次信号を受け取り、これを第１及び第２の係数に分解するこ
とと、感知した負荷電流の大きさが所定閾値を超えていて、離散ウェーブレット係数の合
計が協調的にトリップ信号生成のための所定の閾値条件を満たしていることを示す場合に
、電気回路の動作の遮断に用いるトリップ信号を生成することである。
【００８２】
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　以上、本発明の実施形態を例示したが、実施形態の構成要素には、当業者に想起可能な
様々な改変及び等価の措置を加えることができ、このような形態も本発明の実施形態とし
て認められる。また、条件又は材料に合わせて、本発明の実施形態に多様な修正を加える
こともでき、このような形態も本発明の実施形態として認められる。すなわち、本発明の
実施形態には、本発明を実施するための最良の態様として本明細書に例示した実施形態だ
けでなく、上記のような実施形態も含まれており、これらの実施形態は全て、添付の特許
請求の範囲に含まれるものとする。

【図１】
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【図２】
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【図４】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図１０】
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